
平 成 ２９ 年 度

大　阪　府　阪　南　市



 阪南市の人事行政の運営状況について公表します
 阪南市における 職員の給与や職員数、 勤務条件など の人事行政の運営状況について、 次のと おり 公表し ま す。

１　総括
（ １ ） 　 人件費の状況　 ( 普通会計決算） ( 人口は平成29年1月1日現在）

（ ２ ） 　 職員給与費の状況　 ( 普通会計決算）

＊職員手当には退職手当は含みま せん。

＊職員数は、 平成28年4月1日現在の地方公務員給与実態調査の職員数です。

＊給与費については、 任期付短時間勤務職員（ 再任用職員（ 短時間勤務） ） の給与費が含ま れており 、 職員数には当該職員を含んでいま せん。

（ ３ ） 　 ラ ス パイ レ ス 指数の状況　 　 ( 各年4月1日現在）

＊類似団体平均と は、 人口規模、 産業構造が類似し ている 団体のラ ス パイ レ ス 指数を単純平均し たも のです。

18, 531, 991 281, 827

千円

平成28年度

1, 397, 034

給料

千円

千円 577, 747

給　 　 　 与　 　 　 費

337

期末・ 勤勉手当

2, 272, 774

＊ラ ス パイ レ ス 指数と は、 全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する ため、 国の職員数( 構成） を用いて、 学歴や経験年数の差によ る 影響を補正し 、 国の行政職
俸給表( 一） 適用職員の俸給月額を100と し て計算し た指数です。

職員手当

職員数
A

区分

16. 8%

千円平成28年度 千円297, 993

千円

計   B

千円

( 参考） 類似団体平均
一人当たり の給与費

区分

千円

人件費率  B/A人件費B

千円

住民基本台帳人口

6, 744

実質収支

3, 118, 668

歳出額  A （ 参考） 27年度人件費率

55, 936 人

6, 193

一人当たり 給与費
B/A

17. 2%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

阪南市 類似団体平均 全国市平均

平成26年4月1日

101.7%

平成26年4月1日

97.7%
平成26年4月1日

98.6%

平成27年4月1日

99.5%

平成27年4月1日

97.5%

平成27年4月1日

98.7%
平成28年4月1日

98.9%

平成28年4月1日

98.5%
平成28年4月1日

99.1%

平成29年4月1日

99.0%
平成29年4月1日

98.6%
平成29年4月1日

99.1%

平成26年4月1日

平成27年4月1日

平成28年4月1日

平成29年4月1日
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（ ４ ） 　 給与制度の総合的見直し の実施状況について

　

　

　

平成27年度の支給割合

平成28年度の支給割合【 参考】 平成26年度の支給割合

3%

3%

（ ５ ） 　 特記事項

4月1日時点 遡及改定後

　 国の給与制度の総合的見直し においては、 俸給表の水準の平均2％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し 等に取り 組むと さ れており 、 本市における 取り 組み状況は下
記のと おり です。

( 給料表の改定実施時期） 　 平成27年4月1日

( 内容）
　 ・ 一般職の給料表については、 国の総合的見直し を踏ま え平均2％の引下げを行いま し た。
　 ・ 激変緩和のため、 3年間( 平成30年3月31日ま で） の経過措置（ 現給保障） を行いま し た。

実施内容

阪南市の支給割合

4%

　 ①　 給料表の見直し

実施済み

　 ②　 地域手当の見直し

実施済み

国基準によ る 支給割合

　 ■　 平成２ ７ 年度から 給与制度の総合的見直し に加えて、 特別職及び管理職の給料減額を行っていま す。
　 　 　 　 減額率（ 平成２ ９ 年４ 月１ 日現在） ・ ・ ・ 市長： ２ ０ ％　 部長級： ４ ％　 その他管理職員： ２ ． ５ ％　 減額を実施。

5% 6%

　 ■　 平成２ ７ 年度から 管理職員特別勤務手当を国と 同様に見直し を実施。

　 ■　 平成２ ７ 年度から 管理職手当の見直し を実施。

　 ③　 その他の見直し 内容

4% 6%5%

　 国基準の6％に対し 本市においても 6％に改正。
　 段階的に支給割合を引き 上げる こ と と し 、 平成27年4月1日時点は4％、 給与改定後は平成27年4月に遡及し 5％、 平成28年4月1日
時点は6％を支給。

実施内容

平成29年度の支給割合

6%

6%
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（ １ ） 　 職員の平均年齢、 平均給料月額及び平均給与月額の状況

①　 一般行政職

②　 技能労務職

円

円

434, 359

44. 8

323, 960

555

1

円人

54. 8

293, 000

参考

う ち清掃職員

職員数

347, 058

人49. 3

410, 719-

類似団体

大阪府

円

う ち給食調理員

385, 599阪南市

円

円

円

26 358, 180 円 -

円

314, 745

－

10 円

円

－

286, 833 -

-

平均給与月額
（ Ａ ）

1. 37

1. 82

阪南市

円円41. 4

343, 195 - －

国

52. 3

円

廃棄物処理業従業員

-

円

339, 470

平均給与月額

円

円

-

区分

円

平均年齢

円

445, 094

369, 855

328, 360

395, 927

円

円

5

類似団体

50. 6 円

325, 366

330, 531

( 平成29年4月1日現在）

国

大阪府 円324, 082

－

用務員

円

円

400, 391 45. 7

207, 300

円

円

－

368, 478

区　 　 分

－

-

364, 698

2, 722

Ａ ／Ｂ

う ち用務員

1. 33

う ちその他

人

471, 094383, 900

円

－377, 924

51. 3 人

－

－

277, 100 円

－

-

41. 7

人

43. 6

公務員

417, 658

平均給料月額

334, 378

円

円

311, 581

40

円

-

364, 984

391, 382

円

円

381, 036

円

平均給料月額

円

民間

-

392, 394

平均年齢

48. 6

平均給与月額
（ 国ベース ）

人

平均年齢

380, 723

人

円50. 3

調理士

24

人

平均給与月額
（ 国比較ベース ）

55. 149. 3 377, 290

356, 601

円

-

円

対応する 民間の
類似職種

386, 430

42. 3

平均給与月額
（ Ｂ ）
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＊民間データ は、 賃金構造基本統計調査において公表さ れている データ を使用し ていま す。 （ 平成26～28年の3ヵ 年平均）

＊技能労務職の職種と 民間の職種等の比較にあたり 、 年齢、 業務内容、 雇用形態等の点において完全一致する も のではあり ま せん。

＊｢平均給料月額」 と は、 平成29年4月1日現在における 各職種ごと の職員の基本給の平均です。

( 平成29年4月1日現在）

③　 教育職（ 幼稚園含む）

う ち給食調理

- 139, 400

155, 800

146, 500

180, 800

円

大学卒

中学卒

円406, 264

-

円

類似団体

2, 818, 600

区　 　 分

公務員 （ C ）

円

高校卒

平均給料月額

円

う ち清掃職員

（ ２ ） 　 職員の初任給の状況

38. 7

円

円

146, 100

1. 63

1. 64

円円

41. 3

－

151, 067

184, 800大学卒 201, 900 -教育職( 幼稚園） 円

円

円

国

阪南市 369, 921

円

円

335, 177

155, 800

円

う ち用務員

平均給与月額

184, 800 178, 200

円

民間 （ D ）

円

C / D

3, 741, 400

大阪府

＊｢平均給与月額」 と は、 給料月額と 毎月支払われる 扶養手当、 地域手当、 住居手当、 時間外勤務手当など のすべての諸手当の額を合計し たも のであり 、 地方公務員給与実態調査において明
ら かにさ れている も のです。 ま た、 「 平均給与月額（ 国ベース ） 」 は、 国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、 特殊勤務手当等の手当が含ま れていないこ と から 、 比較のため国家
公務員と 同じ ベース で再計算し たも のです。

区分

2. 19円

平均年齢

参考

－

6, 146, 908

年収ベース （ 試算値） の比較

4, 023, 000

＊年収ベース の「 公務員（ C ） 」 及び「 民間（ D ） 」 のデータ は、 それぞれ平均給与額を12倍し たも のに、 公務員においては前年度に支給さ れた期末・ 勤勉手当、 民間においては前年に支
給さ れた年間賞与の額を加えた計算値です。

-
技能労務職

高校卒

6, 171, 099

円

一般行政職

305, 315

区分 大阪府

＊教育職については、 国に対象と なる 職種があり ま せん。

円

312, 853

－　 阪南市

40. 0

円

円

阪南市

351, 592

6, 559, 832

円

円

円

円円
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（ ３ ） 　 職員の経験年数別・ 学歴別平均給料月額の状況　 ( 平成29年4月1日現在）

３　一般行政職の級別職員数等の状況

（ １ ） 　 一般行政職の級別職員数の状況

＊級別基準職務と は、 それぞれの級に該当する 代表的な職務です。

＊阪南市の給与条例に基づく 給料表の級区分によ る 職員数（ 再任用短時間勤務職員を除く ） です。

246, 600

該当者なし

高校卒

大学卒 403, 146 円

円 467, 800

47総括主査・ 主査・ 主任 人

円

級別基準職務

総括主事

１ 号給の給料月額

( 平成29年4月1日現在）

大学卒

技能労務職

中学卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし

区分

該当者なし

円343, 150

該当者なし 該当者なし

円336, 600

該当者なし 円482, 400

２ 級

教育職( 幼稚園）

該当者なし 342, 700331, 750

25. 0%３ 級

１ 級

円

12

23

経験年数30年

円

261, 100

経験年数20年区分

227, 900 円 349, 200 円

円

該当者なし

299, 500

主事 191, 700

141, 600

該当者なし

円

377, 020

４ 級

経験年数25年

257, 200

4. 8%

職員数 構成比

人５ 級

課長代理 人 317, 700 円

副理事・ 課長

円

円

13. 5%

407, 300

主幹

409, 400６ 級

人63

392, 200

主事

一般行政職

円

円

円

合計 人

11８ 級

34 444, 10013. 5%

4. 4%

人

34 287, 100 円

361, 800

100%

人 円 303, 400

円

人

9. 1%

高校卒

経験年数10年

252

最高号給の給料月額

円

28

18. 7%

11. 0%

円

380, 200 円

７ 級

円

人部長・ 理事
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

(平成29年4月1日現在） １年前の構成比 5年前の構成比

1級 4.8% 1級 4.5% 1級 0.0%

2級 9.1% 2級 8.6%

2級 6.4%

3級 25.0% 3級 27.6%

3級 31.7%

4級 18.7% 4級 17.3% 4級 19.8%

5級 13.5% 5級 14.8% 5級 12.4%

6級 11.0% 6級 9.1% 6級 10.8%

7級 13.5% 7級 14.0% 7級 13.7%

8級 4.4% 8級 4.1% 8級 5.2%

一般行政職員の級別職員数等の状況

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級
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（ ２ ） 　 昇給への人事評価の活用状況（ 阪南市）

　 　 上位、 標準、 下位の区分

平成29年4月2日から 平成30年4月1日
ま でにおける 運用

　 　 標準、 下位の区分

　 イ 　 人事評価を活用し ている

管理職員

　 　 標準の区分のみ（ 一律）

　 　 上位、 標準の区分

一般職員

活用し ている 昇給区分
昇給可能な

区分
昇給実績が
ある 区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある 区分

　 　 活用予定時期

○ ○

平成３ ０ 年度 平成３ ０ 年度

　 ロ 　 人事評価を活用し ていない
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４　職員の手当の状況

）

（ ( ( ( ( (

＊( 　 ) 内は、 再任用職員に係る 支給割合です。

月分

0. 80

1. 70 2. 60 月分

勤勉手当

（ １ ） 　 期末手当・ 勤勉手当

千円

月分

0. 80

1, 574

平成28年度普通会計決算（

　 　 活用予定時期 平成３ ０ 年度 平成３ ０ 年度

1. 45

月分

月分） 月分）月分）

1, 694

１ 人当たり の平均支給年額１ 人当たり の平均支給年額

2. 60 月分

0. 80 月分）

期末手当

1. 45

勤勉手当

職制上の段階、 職務の級等によ る 加算措
置
・ 役職加算　 　 　 5～20％

平成29年度中における 運用

1. 70

月分）

　 ロ 　 人事評価を活用し ていない

　 　 標準の成績率のみ（ 一律）

勤勉手当

大阪府

　 イ 　 人事評価を活用し ている

　 　 上位、 標準、 下位の区分成績率

月分 2. 60

－

期末手当

千円

職制上の段階、 職務の級等によ る
加算措置
　 ・ 役職加算　 　  5～20％
　 ・ 管理職加算　 10～25％

○ 勤勉手当への人事評価の活用状況（ 阪南市）

一般職員

活用し ている 成績率
支給可能な

成績率
支給実績が
ある 成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある 成績率

○ ○

管理職員

1. 45 月分）

職制上の段階、 職務の級等によ
る 加算措置
　 ・ 役職加算　 　 　 5～20％
　 ・ 管理職加算　  10～25％

1. 70

　 　 標準、 下位の成績率

　 　 上位、 標準の成績率

期末手当

阪南市 国
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（ ２ ） 　 退職手当

＊退職手当の1人当たり の平均支給額は、 前年度に退職し た全職種に係る 職員に支給さ れた平均額です。

（ ）

/

国

千円

阪南市全地域

自己都合 自己都合

86, 074支給実績

6%

234, 534

勤続２ ５ 年

平成28年度普通会計決算

円

34. 5825

41. 325 月分

月分

（ ３ ） 　 地域手当

月分29. 145

月分

20. 445

49. 59

１ 人当たり の平均支給額

定年前早期退職特例措置
（ 2～45％加算）

その他の加算措置

49. 59

月分

月分

千円

支給率

月分

49. 59

阪　 　 南　 　 市

月分

29. 145

41. 325

20. 445

49. 59

支給対象職員数

月分

勤続２ ５ 年

月分勤続２ ０ 年

月分

98. 9 98. 9

月分

25. 55625

月分

定年前早期退職特例措置
（ 2～45％加算）

千円

月分

( 平成29年4月1日現在）

最高限度額 最高限度額

勤続３ ５ 年

自己都合

地域手当補正後のラ ス パイ レ ス 指数／ラ ス パイ レ ス 指数

＊地域手当補正後ラ ス パイ レ ス 指数と は、 地域手当を加味し た地域における 国家公務員と 地方公務員の給与水準を比較する ため、 地域手当の支給率を用いて補正し たラ ス パイ レ ス 指数。
＊補正前のラ ス パイ レ ス 指数×（ １ ＋当該団体の地域手当支給率） ／（ １ ＋国の指定基準に基づく 地域手当支給率） によ り 算出

国の制度( 支給率）

月分

その他の加算措置

49. 59

応募認定・ 定年

支給対象地域

（ 支給率）

勤続２ ０ 年

3, 264

49. 59

19, 776

367

支給職員１ 人当たり 平均支給年額

6% 人

勤続３ ５ 年

応募認定・ 定年

月分 25. 55625

34. 5825

応募認定・ 定年（ 支給率）
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（ ）

（ ５ ） 　 時間外勤務手当 （ 平成27年度及び平成28年度普通会計決算）

千円 千円

千円 千円

（ 平成27年度及び平成28年度普通会計決算）

千円 千円

千円 千円

社会福祉業務

支給実績 3, 607

対象職員

平成27年度

59, 471

（ ６ ） 　 休日勤務手当

15 14

平成28年度

平成27年度

228

12. 5%

237

火葬作業に従事する 職員

400円/日額

1, 500円/1匹犬・ 猫等の死体収集に従事する 職員

支給実績

主な支給対象業務

2, 000円/1件

100円/日額

100円/日額

千円支給実績

行旅死亡人の収容作業に従事する 職員

収集業務に従事する 職員

＊職員1人当たり 平均支給額を算出する 際の職員数は、 「 支給実績( 決算年度） 」 と 同じ 年度の4月1日現在の総職員数( 管理職員、 教育職員等、 制度上時間外手当の支給対象と はなら ない職員
を除く ） であり 、 短時間勤務職員を含む。

1000円/1回

（ 平成29年4月1日現在）

左記職員に対する 支給単価

職員全体に占める 手当支給職員の割合

緊急時に呼び出し を受けた職員

ごみ収集業務

1, 000円/1回

円

社会福祉業務手当

主な支給対象職員

3, 551

市税徴収業務

死獣収集業務

火葬作業手当

行旅死亡人収容作業手当

職員１ 人当たり 平均支給年額

60, 769

（ ４ ） 　 特殊勤務手当

3, 456

75, 130支給職員１ 人当たり 平均支給年額

市税徴収業務に従事する 職員市税徴収業務手当

平成28年度普通会計決算

火葬業務

緊急呼出手当

46

社会福祉業務に従事する 職員

平成28年度

職員１ 人当たり 平均支給年額

収集業務手当

死獣収集手当

行旅死亡人収容業務

手当の名称

緊急時( 災害時） の業務

- 10 -



（ ７ ） 　 その他の手当

≪自動車等交通用具使用者≫

・ 部長相当職

・ 副理事相当職

・ 課長相当職

・ 課長代理相当職

・ 片道2㎞以上5㎞未満

607, 98746, 207

28, 000

・ 片道20㎞以上25㎞未満

千円

円

手　 当　 名

円

・ 片道50㎞以上55㎞未満　

313, 795

・ 片道40㎞以上45㎞未満　

4, 200

円

通勤手当

・ 片道30㎞以上35㎞未満

職員1人当たり
平均支給年額

（ 平成28年度普通会計決算）

60, 000

24, 553

12, 238同

国の制度
と の異同

支給実績
（ 平成28年度普
通会計決算）

同

住居手当

12, 900

・ 片道10㎞以上15㎞未満

・ 片道55㎞以上60㎞未満　

・ 片道5㎞以上10㎞未満

・ 片道60㎞以上

＊平成24年1月1日から 55
歳以上の管理職員は左の
額から 1. 5％カッ ト 実施
中。

千円

円

円

円

円

国の制度と
異なる 内容

千円

91, 616

円40, 000

円

円

・ 片道25㎞以上30㎞未満

円

31, 600

50, 000

29, 800

内容及び支給単価

80, 000

2, 000 円

( 平成29年4月1日現在）

円

18, 700

・ 片道15㎞以上20㎞未満

円

・ 片道45㎞以上50㎞未満　

≪賃貸居住者≫
　 （ ア） 家賃が月額23, 000円以下の家賃を支払っている 職員
　 　 　 　 　 　 家賃額-12, 000円
　 （ イ ） 家賃が月額23, 000円を超え、 55, 000円未満の家賃を支払っている 職
員
　 　 　 　 　 　 （ 家賃額-23, 000円） ×1/2+11, 000円
　 （ ウ ） 家賃が月額55, 000円以上の家賃を支払っている 職員
　 　 　 　 　 　 27, 000円

10, 000

円

円

円

円

円

円

24, 400

233, 546千円

・ 配偶者　 10, 000円
・ 子　 　 　 　 8, 000円
・ 父母等（ 配偶者、 子以外の扶養親族） 　 　 6, 500円
・ 配偶者がない場合の扶養親族1人に係る 手当額　 子10, 000円、 父母等
9, 000円
・ 扶養親族のう ち満16歳の年度初めから 満22歳の年度末ま での子1人に
つき 5, 000円加算

≪交通機関利用者≫
・ 月額55, 000円を限度と し て全額支給

通勤距離に応じ た額
を支給

40, 637

円

扶養手当

同

7, 100

管理職手当

15, 800

26, 200

21, 600・ 片道35㎞以上40㎞未満　

- 11 -



５　特別職の報酬等の状況　

＊市長については20％の給料減額を実施し ていま す。

円

680, 000

530, 000 円

区　 　 分

990, 000円/357, 000円

885, 000円/602, 300円

4. 2月分
（ 平成28年度支給割合）

653, 000円/294, 000円

円

（ 1期の手当額）

任期ごと

円

（ 減額前）

報
酬

議長

円

（ 減額前）

(平成29年4月1日現在）

850, 000

18, 360, 000

8, 640, 000

円

市長

任期ごと

460, 000

副市長

720, 000

4. 2月分
（ 平成28年度支給割合）

720, 000

給料月額×45/100×在職月数

（ 支給時期）

市長

平成28年11月12日に市長である も のは退職手当を不支給と する 。

副市長

（ 算定方法）

市長

（ 参考） 　 類似団体における 最高/最低額

円副市長

円

議長

480, 000

議員

副議長

591, 000円/266, 000円

1, 061, 000円/465, 000円

給
料

円

議員

副議長

備考

給料月額×25/100×在職月数

退
職
手
当

期
末
手
当

給　 料　 月　 額　 等
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６　職員数の状況

（ １ ） 　 部門別職員数の状況と 主な増減理由 ( 平成29年4月1日現在）

 〔 〕 〔 〕  〔 〕

＊職員数は一般職に属する 職員数であり 、 派遣職員、 臨時･非常勤職員を除き ま す。

＊〔 　 〕 内は、 条例定数の合計。

人4393 人口1万人当たり の職員数

9. 6552

15

公営企業等会
計

447

人人口1万人当たり の職員数2

447

389

54

263 268

339 60. 60

下水道

小　 　 計 人

1

48. 84 人

平成28年

85

62. 78 人

水　 　 道

9

人口1万人当たり の職員数

その他事務の見直し

0

教育事務の見直し

14

30

水道事務の見直し

29

9 0

民生一般の事務の見直し

労　 　 働

合　 　 計

※類似団体の人口１ 万人当たり の職員数

その他

小　 　 計

7

対前年
増減数

0

70. 26

人

土　 　 木

※類似団体の人口１ 万人当たり の職員数

5

※類似団体の人口１ 万人当たり の職員数主　 な　 増　 減　 理　 由

20

46衛　 　 生

0税　 　 務

総務一般の事務の見直し

1

25

平成29年

商　 　 工

18

小　 　 計

2337

一
　
般
　
行
　
政

0

47. 91

▲ 3

5 人口1万人当たり の職員数

教 育 部 門

0

0

0

職　 員　 数

74

67

0

農林水産

5

総　 　 務

20

▲ 489民　 　 生

普
通
会
計
部
門 24

71

議　 　 会

　 　 　 　 　 　 　 　 区分
　 部門

商工事務の見直し

農林水産事務の見直し

7

24

73

46

6
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（ ２ ） 　 年齢別職員構成の状況

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

*一般行政職の構成です。

0

0. 0

32歳 40歳

43歳

18

113313

11. 3 22. 5

職員数( 人）

構成比( %）

11

4. 4

【 参考 】 5年前の構成比

0. 0

24

0. 0 4. 4

0

60歳

59歳

1. 6

32歳 52歳

52歳

23 46

39歳

6. 3

区　 分

20歳

職員数( 人）

0. 0

54

36歳

51歳31歳

110

計

13. 3

55歳

33

9. 6

249

60歳20歳

51歳

28

23歳未満 47歳

43歳

36歳

6. 7

55歳47歳

計

18. 9

0

22

48歳

1007. 2

21

21. 4

8. 4

39歳 以上

44歳

9. 1

24歳

59歳

5647

18. 3 13. 1

31歳

56歳24歳

20歳

13

23歳

( 平成29年4月1日現在）

35歳

35歳27歳

以上

40歳

5. 2

28歳

27歳

17

未満

1005. 28. 7

56歳28歳

4. 4構成比( %）

4

48歳20歳

区　 分

44歳

25216

1.6

6.7

8.7

5.2 5.2

9.1

18.3

21.4

13.1

6.3
4.4

0 0.0

4.4 4.4

7.2

11.3

18.9 22.5

13.3

8.4
9.6

0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

年齢別職員構成の状況

構成比

5年前の構成比
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（ ３ ） 　 職員数の推移 単位： 人

＊各年における 定員管理調査において報告し た部門別職員数。

335

76

337

平成28年度

一般行政

71

平成27年度

348 337普通会計計

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 年度
　 部門別

54

391

平成25年度 平成29年度

▲ 2

教　 　 育 73

268

公営企業等会計計 57 5452

264 263261

387

▲ 0. 7 ％

▲ 9. 0

▲ 2. 6

▲ 5. 3

▲ 3. 0

％

％

％389

5253 ▲ 3

％

78

264

▲ 9

▲ 7

総合計 393 ▲ 12390

339

過去5年間の
増減数（ 率）

74

平成24年度

405

337

270

平成26年度

71
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７　公営企業職員の状況

（ １ ） 　 水道事業

①　 職員給与費の状況

ア　 決算

千円を含みま せん。

＊職員手当には退職給付費を含みま せん。

＊職員数は、 平成29年3月31日現在の人数です。

②　 職員の平均年齢、 基本給及び平均月収額の状況

＊平均月収額には、 期末・ 勤勉手当等を含む。

平成28年度

給料 職員手当 期末・ 勤勉手当

8. 7

千円 27, 766

総費用に占める
職員給与費比率

純損益又は実質収支

平均月収額基本給

総費用

円

平均年齢

イ 　 特記事項

職員数
A

％

計 B

6, 166千円 107, 199

阪　 　 南　 　 市 405, 971

千円

給　 　 　 与　 　 　 費

16 千円千円

( 参考） 市町村平均
一人当たり の給与費

千円

円

Ｂ

千円

625, 832

千円

％

Ａ 　 　 Ｂ ／Ａ

区分

平成28年度

団　 体　 平　 均

千円 97, 316

6, 70012, 288

48. 7

67, 145

44. 4

1, 140, 598 108, 968 8. 5

( 平成29年4月1日現在）

（ 参考）
27年度の総費用に占
める 職員給与費比率

職員の給与費

＊資本勘定支弁職員に係る 職員給与費 9, 883

一人当たり 給与費
B/A

区分

円

513, 093

　 ■　 平成２ ７ 年度から 給与制度の総合的見直し に加えて、 管理職の給料減額を行っていま す。
　 　 　 　 減額率（ 平成２ ９ 年４ 月１ 日現在） ・ ・ ・ 部長級： ４ ％　 その他管理職員： ２ ． ５ ％　 減額を実施。

区分

343, 701 円
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③　 職員の手当の状況

（ ( （ (

＊( 　 ) 内は、 再任用職員に係る 支給割合です。

（ ２ ） 　 退職手当

＊退職手当の1人当たり の平均支給額は、 前年度に退職し た全職種に係る 職員に支給さ れた平均額です。

月分

月分）

定年前早期退職特例措置
（ 2～45％加算）

自己都合 応募認定・ 定年

49. 59 月分

期末手当

月分

最高限度額

その他の加算措置

49. 5949. 59

19, 776

月分

29. 145

1, 574 千円

49. 59 月分

- 千円
１ 人当たり の平均支給額

25. 55625

定年前早期退職特例措置
（ 2～45％加算）

34. 5825 月分

阪　 　 南　 　 市

（ １ ） 　  期末手当・ 勤勉手当

自己都合

勤続３ ５ 年

自己都合千円

月分

自己都合

最高限度額

（ 平成28年度 ）

１ 人当たり の平均支給年額

1, 735 千円

１ 人当たり の平均支給年額

41. 325

その他の加算措置

-

2. 60

20. 445

（ 支給率）

月分

平成28年度支給割合

職制上の段階、 職務の級等によ る 加算措
置
・ 役職加算　 　 　 5～20％

勤続２ ０ 年

勤勉手当

49. 59

月分）

平成28年度支給割合

勤続２ ０ 年 25. 55625

期末手当

職制上の段階、 職務の級等によ る 加算措
置
・ 役職加算　 　 　 5～20％

月分

勤続２ ５ 年

月分

月分 1. 70 月分

1. 45 月分） 0. 80 月分）

月分

20. 445

勤続２ ５ 年

勤勉手当

34. 5825

一般行政職・ 団体平均

応募認定・ 定年
１ 人当たり の平均支給額

千円

3, 264 千円

月分

1. 45

29. 145 月分

月分

阪南市　 （ 一般行政職・ 団体平均等）

応募認定・ 定年

1. 70 月分

49. 59

応募認定・ 定年

阪南市

（ 支給率）

勤続３ ５ 年 41. 325 月分

( 平成29年4月1日現在）

月分

0. 80

月分

2. 60
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主な支給対象職員

（ 平成28年度決算）

人 6%

＊時間外勤務手当には、 休日勤務手当を含む。

13支給実績

16阪南市全地域

支給対象職員数

（ 平成28年度 ）

主な支給対象業務

6%

（ ３ ） 　 地域手当

支給職員１ 人当たり 平均支給年額 270, 063

円

支給実績

1000円/1回

左記職員に対する 支給単価

＊職員1人当たり 平均支給額を算出する 際の職員数は、 「 支給実績( 決算年度） 」 と 同じ 年度の4月1日現在の総職員数( 管理職員、 教育職員等、 制度上時間外手
当の支給対象と はなら ない職員を除く ） であり 、 短時間勤務職員を含む。

1, 037

円

千円

千円

86, 417

4, 321

円

（ ４ ） 　 特殊勤務手当

（ 平成28年度 ）

（ 平成28年度決算）

国の制度( 支給率）

（ 平成28年度 ）

（ 平成28年度決算）

支給対象地域

緊急時に呼び出し を受けた職員 緊急時( 災害時） の業務

職員全体に占める 手当支給職員の割合 31. 3%

職員１ 人当たり 平均支給年額

緊急呼出手当

手当の名称

支給職員１ 人当たり 平均支給年額 2, 600

千円支給実績

（ ５ ） 　 時間外勤務手当

支給率
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（ ６ ） 　 その他の手当

≪自動車等交通用具使用者≫

・ 部長相当職

・ 副理事相当職

・ 課長相当職

・ 課長代理相当職

円

円

252, 000

円

円

円

円

円

同

内容及び支給単価
支給実績

（ 平成28年度決
算）

手　 当　 名

24, 400

2, 855

同

・ 片道60㎞以上

713, 750

千円

千円
・ 片道25㎞以上30㎞未満

314, 000

支給職員1人当たり
平均支給年額

（ 平成28年度決算）

942

1, 092

31, 600 円

≪交通機関利用者≫
・ 月額55, 000円を限度と し て全額支給

円

円

国の制度
と の異同

( 平成29年4月1日現在）

50, 000
管理職手当

円

60, 000 円

10, 000

91, 000

・ 片道15㎞以上20㎞未満

2, 000 円

・ 片道5㎞以上10㎞未満 4, 200

円

円

・ 片道20㎞以上25㎞未満 12, 900 円
通勤手当

千円

≪賃貸居住者≫
　 （ ア） 家賃が月額23, 000円以下の家賃を支払っている 職員
　 　 　 　 　 　 家賃額-12, 000円
　 （ イ ） 家賃が月額23, 000円を超え、 55, 000円未満の家賃を支払っている 職
員
　 　 　 　 　 　 （ 家賃額-23, 000円） ×1/2+11, 000円
　 （ ウ ） 家賃が月額55, 000円以上の家賃を支払っている 職員
　 　 　 　 　 　 27, 000円

・ 片道40㎞以上45㎞未満　

15, 800

80, 000

千円

・ 片道10㎞以上15㎞未満 7, 100

円

扶養手当 2, 016

・ 片道55㎞以上60㎞未満　 29, 800

40, 000

28, 000

26, 200

円

・ 片道30㎞以上35㎞未満 18, 700 円

・ 片道35㎞以上40㎞未満　 21, 600

・ 配偶者　 10, 000円
・ 子　 　 　 　 8, 000円
・ 父母等（ 配偶者、 子以外の扶養親族） 　 　 6, 500円
・ 配偶者がない場合の扶養親族1人に係る 手当額　 子10, 000円、 父母等
9, 000円
・ 扶養親族のう ち満16歳の年度初めから 満22歳の年度末ま での子1人に
つき 5, 000円加算

同

円

・ 片道45㎞以上50㎞未満　

住居手当

通勤距離に応じ た額
を支給

・ 片道50㎞以上55㎞未満　

・ 片道2㎞以上5㎞未満

円

国の制度と
異なる 内容

＊平成24年1月1日から 55
歳以上の管理職員は左の
額から 1. 5％カッ ト 実施
中。
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８　勤務時間・勤務条件の状況
( 平成29年4月1日現在）

９　分限処分及び懲戒処分の状況 （平成28年度 ）

◆分限処分

◆懲戒処分

◆服務の状況

地方公務員法及び阪南市条例に基づき 、 義務規定・ 禁止規定の遵守。

免職 減給

休日

0

休職

阪南市 0 0 0

区分 停職

0

戒告

免職降任

阪南市

１ 日の勤務時間 　 7時間45分

0

年次有給休暇・ 病気休暇・ 特別休暇（ 忌引・ リ フ レ ッ シュ 休暇・ 夏
季休暇・ 結婚休暇・ 出産休暇・ ボラ ンティ ア休暇・ 看護休暇な
ど ） ・ 介護休暇・ 介護時間

　 38時間45分１ 週間の勤務時間

区分 降給

休暇

0

　 週休日（ 土曜・ 日曜） ・ 祝日・ 年末年始

5
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１０　主な研修の状況 （平成28年度 ）

１１　福祉及び利益の保護の状況 （平成28年度 ）

１２　公平委員会の業務状況 （平成28年度 ）

件

＊不利益処分に関する 審査請求・ ・ ・ 懲戒処分など の処分を受けた職員は、 公平委員会に対し 行政不服審査法によ る 審査請求が
でき る 制度のこ と です。

件終了 0

＊勤務条件に関する 措置の要求・ ・ ・ 職員は、 給与、 勤務時間その他の勤務条件に関し 、 公平委員会に対し て、 地方公共団体の
当局によ り 適当な措置が執ら れる べき こ と を要求する こ と ができ る 制度のこ と です。

新規 件

前年度から の継続 件

0

0

内容

0 件

0

厚
生
福
利
制
度

厚生制度
阪南市職員厚生会

勤務条件に関する 措置の要求

0

不利益処分に関する 審査請求

431 人

職員健康診断

共済制度
退職厚生年金・ 障害厚生年金・ 障害手当金・ 遺族厚生年金給付
事業・ 貸付事業
健康保険・ 出産育児一時金・ 疾病予防の実施

延べ受講者数 1, 003

人

525 人

講座

件

職員が公務によ り 死亡・ 負傷、 ま たは、 疾病にかかった場合の
補償（ 療養補償・ 休業補償・ 障害補償・ 遺族補償等）

公務災害補償

7

人

受講者数

4732

特別研修

派遣研修等

講座

講座

階層別研修 20

- 21 -


